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定期監査等の監査結果に関する報告について（提出） 

 

 地方自治法第１９９条の規定による定期監査及び財政援助団体等監査を  

佐久市監査基準に準拠して実施したので、その結果に関する報告書を    

次のとおり提出 します。 
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財 政 援 助 団 体 等 監 査 報 告 

 

１ 監査の目的 

  地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき、指定管理者制度が導入されている公

の施設の管理運営について、市の所管課の管理事務が適切に行われているかについて

監査を実施しました。 

 

２ 指定管理団体の概要 

名 称 一般社団法人 佐久市振興公社 

代 表 者 理事長 栁田 清二 

所 在 地 佐久市取出町１８３番地 

 

３ 指定管理施設の概要 

施 設 名 佐久市子ども未来館 

所 在 地 佐久市岩村田１９３１番地１ 

所 管 課 福祉部 子育て支援課 

 

４ 監査の実施日  

令和７年１２月１８日（木） 

 

５ 監査の方法 

あらかじめ所管部局に提出を求めた下記の資料に基づき、関係職員から説明を聴取

するとともに、関係書類の監査を実施しました。 

 

  （１）法人・団体の概況（組織表、役員名簿） 

  （２）令和４年度～令和７年度の事業計画書及び予算書 

  （３）令和４年度～令和６年度の決算書（収支状況報告書）、財務諸表 

  （４）金融機関の通帳の写し（期首及び期末の残高確認） 

  （５）令和４年度～令和６年度までの事業報告書 

  （６）令和４年度～令和６年度の指定管理料収支状況報告書 

  （７）令和５年度～令和６年度の指定管理者モニタリングレポート 

  （８）基本協定書、令和７年度協定書 

  （９）業務仕様書 
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  （10）消費税申告資料 

  （11）令和５年度～令和６年度の月別来館者数 

  （12）会計処理規程及び事務処理規程 

  （13）パンフレット等広報資料 

  （14）令和４年度～令和７年度の修繕実施概要及び修繕計画 

   (15) 直近の運営協議会審議内容・名簿 

   (16) 入館利用者数・利用料金収納状況 

  （17）土地賃貸借契約書 

     その他必要と認める資料 

 

６ 監査の着眼点 

監査の実施に際し、次の事項を基本的な着眼点として監査を実施しました。 

  （１）関係法令等及び協定書に基づき適切に管理されているか。 

   (２) 事業報告書の点検は適切になされているか。 

  （３）指定管理業務に係る会計経理の点検は適切になされているか。 

 

７ 監査の結果 

指定管理者による管理運営については、概ね適正であると認められましたが、一部

に検討、改善を要する事項が見受けられました。なお、検討、改善を要する事項及び

意見は次のとおりです。 

その他軽微な指摘事項については、口頭で留意又は改善を促したので省略しました。 

 

８ 監査の意見 

 佐久市子ども未来館条例及び施行規則において、運営協議会を組織する事となって

いますが、平成 25年度以降協議会が開催されておりません。未来館の円滑な運営への

影響や市民参加の機会の損失につながると考えられるため、条例及び施行規則に則っ

た適正な運営をすべきと考えます。 

 

 


